
１　税目別の納税（特別徴収）義務者数調

87,879 82,813 581,197 47,315 94,446 99,325 33,642 93,454 42,471 43,782 - 1,206,324

- - 181 - - - - - - - - 181

(1,572) (1,572)

- - 7,596 - - - - - - - - 7,596

- - 377 - - - - - - - - 377

1,071 2,804 2,856 4,818 1,357 1,288 366 1,551 502 576 - 17,189

- - - - - - - - - - 2 2

2,117 5,799 4,634 8,712 1,950 2,842 966 2,254 904 793 - 30,971

- - 9 - - - - - - - - 9

8 6 - 13 3 4 2 - - 1 - 37

- - 78,282 - - - - - - - - 78,282

6 18 112 29 12 11 6 8 7 8 - 217

64,744 132,630 218,867 230,233 64,741 77,843 27,632 75,107 33,321 28,155 - 953,273

- 2 - 4 - 7 17 1 4 1 - 36

581 - - 793 - 259 128 121 137 74 - 2,093

- - - - - - - - - - - -

- 1 - 4 - - - 1 1 - - 7

159,048 230,608 909,536 306,790 165,635 184,856 63,911 176,592 78,809 74,979 2 2,350,766

(1,572) (1,572)

（注）1　カッコ内は県民税利子割に係る営業所数である。

　　　2　地方消費税の徴収委託機関とは，国税庁と税関である。

　　　3　法人県民税の納税義務者数は，確定申告したもの及び決定したものを記載した。

　　　４　県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割については，平成２８年度より納入申告書数とした。
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 　税目

県 た ば こ 税

不 動 産 取 得 税
（ 課 税 件 数 ）

個 人 の 県 民 税

個 人 の 事 業 税

県 民 税 株 式 等
譲 渡 所 得 割
（ 納 入 申 告 書 数 ）

地 方 消 費 税
（ 徴 収 委 託 機 関 ）

県 民 税 配 当 割
（ 納 入 申 告 書 数 ）

県 民 税

核 燃 料 税

ゴ ル フ 場 利 用 税
（ 施 設 数 ）

産 業 廃 棄 物 税
（特別徴収義務者）

自 動 車 取 得 税
（ 課 税 台 数 ）

軽 油 引 取 税
（特別徴収義務者）

自 動 車 税
（ 定 期 賦 課 台 数 ）


